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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第37期
第３四半期
累計期間

第38期
第３四半期
累計期間

第37期
第３四半期
会計期間

第38期
第３四半期
会計期間

第37期

会計期間

 
自　平成21年
４月１日　
至　平成21年
12月31日

 

 
自　平成22年
４月１日　
至　平成22年
12月31日

 

 
自　平成21年
10月１日　
至　平成21年
12月31日

 

 
自　平成22年
10月１日　
至　平成22年
12月31日

 

 
自　平成21年
４月１日　
至　平成22年
３月31日

 

売上高（百万円） 19,236 20,192 7,675 7,447 25,789

経常利益（百万円） 1,938 2,409 1,004 1,209 2,658

四半期（当期）純利益（百万円） 1,051 1,337 546 677 1,448

持分法を適用した

場合の投資利益（百万円）
－ － － － －

資本金（百万円） － － 13,098 13,098 13,098

発行済株式総数（千株） － － 20,080 20,080 20,080

純資産額（百万円） － － 72,326 73,577 72,818

総資産額（百万円） － － 74,284 75,666 74,961

１株当たり純資産額（円） － － 3,602.773,665.143,627.30

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
52.35 66.61 27.24 33.76 72.15

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

１株当たり配当額（円） 13.0 13.0 － － 26.0

自己資本比率（％） － － 97.4 97.2 97.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
362 248 － － 2,124

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△391 △44 － － △416

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△514 △515 － － △522

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高（百万円）
－ － 32,678 34,095 34,407

従業員数（人） － － 1,271 1,222 1,236

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

　　　　２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

　 当第３四半期会計期間において、当社及び当社の関係会社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　 該当事項はありません。

 

４【従業員の状況】

 提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 1,222(155)

　（注） 従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第３四半期会計期間の平均雇用人員を外書で記載して

おります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　 当社の事業内容は、宝飾品の製造とその販売であり、区分すべき事業セグメントが存在しないため、製品の種類別に

生産実績及び販売実績を記載しております。　

（１）生産実績

区分

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

指輪 1,095 1,196

ネックレス・ブレスレット 1,197 1,195

小物 406 400

その他 1,371 827

合計 4,071 3,620

　（注）　金額は製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。

（２）受注状況

　　当社は、見込み生産を行っており、受注生産は行っておりません。

（３）販売実績

区分

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

指輪 2,509 2,782

ネックレス・ブレスレット 2,613 2,626

小物 1,169 1,203

その他 1,383 834

合計 7,675 7,447

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業等のリスク】

   当第３四半期会計期間において、新たな事業リスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。

　　

３【経営上の重要な契約等】

   当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　１　業績の状況 

　　当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、政府による緊急経済対策の効果などから、一部で回復の兆しが見

られるものの、雇用・所得環境は引き続き厳しい状況が続いており、個人消費は本格的な回復には至らず、先行き

不透明な状況が続いております。

　　宝飾品業界におきましても、デフレ状態の中での価格競争が依然として続いていることや消費者の低価格・節約

志向も相まって経営環境は厳しい状況が続いております。　

　　このような経済情勢のもと、当社は強みである製販一貫体制を生かし、多様な顧客ニーズに対応した品揃えを積

極的に行うことで、来店客数の増加を目指してまいりました。

　　その結果、当第３四半期会計期間の業績は、売上高は74億47百万円（前年同期比3.0％減）、営業利益は11億　76百

万円（前年同期比22.9％増）、経常利益は12億９百万円（前年同期比20.4％増）、四半期純利益は６億77百万円

（前年同期比23.9％増）となりました。

　　なお、当社の事業内容は、宝飾品の製造とその販売であり、区分すべき事業セグメントが存在しないため、セグメ

ント情報ごとの業績の状況の記載を省略しております。

　２　財政状態の分析

　　当第３四半期会計期間末の総資産は、756億66百万円となり、前事業年度末と比較して７億４百万円増加しており

ます。

　　流動資産は、前事業年度末と比較して、10億17百万円増加しております。これは主に、現金及び預金が３億　12百万

円減少したものの、売掛金が９億41百万円、製品が４億99百万円それぞれ増加したことによるものです。

　　固定資産は、前事業年度末と比較して、３億13百万円減少しております。これは主に、建物が33百万円、工具器具備

品が42百万円、投資有価証券が56百万円、差入保証金が１億50百万円とそれぞれ減少したことによるものです。

　　流動負債は、前事業年度末と比較して、64百万円減少しております。これは主に、未払費用が２億21百万円　増加し

たものの、法人税等の支払により未払法人税等が２億66百万円減少したことによるものです。

　　純資産は、前事業年度末と比較して、７億58百万円増加しております。これは主に、当第３四半期累計期間におい

て、配当金を５億21百万円支払い、四半期純利益を13億37百万円計上し、その他有価証券評価差額金が56百万円減

少したことによるものです。

　３　キャッシュ・フローの状況

　　当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動により５百万円の

資金が得られたものの、営業活動及び財務活動によりそれぞれ２億88百万円、２億54百万円の資金を使用したこ

とにより、当第２四半期会計期間末（346億32百万円）に比べ５億37百万円減少し、340億95百万円となりました。

　　また、当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

　　①営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　　当第３四半期会計期間において営業活動により使用した資金は２億88百万円となり、前年同期と比べ１億　42

百万円の増加となりました。

　　　　これは主に、前年同期において、税引前四半期純利益を９億60百万円計上し、売上債権の増加10億44百万円、た

な卸資産の増加27百万円、仕入債務の減少43百万円、法人税等の支払額３億66百万円があったことに対し、当

第３四半期会計期間末において、税引前四半期純利益を12億２百万円計上し、売上債権の増加11億５百万円、

たな卸資産の増加79百万円、仕入債務の減少81百万円、法人税等の支払額４億98百万円があったことによる

ものです。

　　②投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　当第３四半期会計期間において投資活動により得られた資金は５百万円（前第３四半期会計期間は２億87百

万円の資金の使用）となりました。

　　　　これは主に、当第３四半期会計期間において、有形固定資産の取得による支出及び差入保証金の差入による支

出が、それぞれ52百万円、23百万円あったことに対し、差入保証金の回収による収入が82百万円あったことに

よるものです。

　　③財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　当第３四半期会計期間において財務活動により使用した資金は２億54百万円となり、前年同期と比べ１百万円

の増加となりました。

　　　　これは主に、配当金の支払額が前年同期と比べ１百万円増加したことによるものです。

　４　事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　　当第３四半期会計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

　５　研究開発活動

　当第３四半期会計期間における研究開発費は、９百万円であります。

　研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

　　当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

（２）設備の新設、除却等の計画

　　　当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,080,480 20,080,480
東京証券取引所　　　　市場

第一部

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は100株であり

ます。

計 20,080,480 20,080,480 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減(株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

　　　　　　　　　平成22年10

月1日～　　平成22年12

月31日 

 

― 20,080,480 ― 13,098 ― 15,707

 

（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（７）【議決権の状況】

      当第３四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式

5,300

― ―

完全議決権株式（その他）
普通株式

20,047,300
200,473 ―

単元未満株式
普通株式

27,880
― ―

発行済株式総数 20,080,480 ― ―

総株主の議決権 ― 200,473 ―

　（注）１　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株（議決権の数６個）含まれて

おります。

　　　　２　単元株式数は、100株となっております。 

②【自己株式等】

 平成22年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社ツツミ

埼玉県蕨市中央４

丁目24番26号
5,300 ― 5,300 0.02

計 ― 5,300 ― 5,300 0.02

　（注）　当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）の自己株式は、5,546株（発行済株式総数に対する所有株式数の

割合0.02％）となっております。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 2,361 2,250 2,320 2,186 2,099 2,188　2,160 2,152 2,290

最低（円） 1,997 1,815 1,882 1,861 1,856 1,924 1,884 1,875 2,095

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21

年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第３四半期会計期間（平成22年10月１日から平

成22年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期財

務諸表については有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となっ

ております。　

３．四半期連結財務諸表について

　「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

①　資産基準　　　　　 　  　0.1 ％

②　売上高基準　　　　 　　　0.0 ％

③　利益基準　　　　　 　　　1.5 ％

④　利益剰余金基準　　 　　　0.0 ％
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 34,095 34,407

受取手形及び売掛金 ※2
 2,509 1,587

商品及び製品 17,842 17,343

仕掛品 502 684

原材料及び貯蔵品 1,136 1,017

その他 373 401

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 56,453 55,435

固定資産

有形固定資産

土地 11,376 11,376

その他（純額） ※1
 1,752

※1
 1,839

有形固定資産合計 13,128 13,216

無形固定資産 593 607

投資その他の資産

その他 5,490 5,702

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 5,490 5,702

固定資産合計 19,212 19,526

資産合計 75,666 74,961

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 174 151

未払法人税等 478 745

引当金 80 227

その他 1,179 852

流動負債合計 1,912 1,976

固定負債

引当金 140 132

その他 35 33

固定負債合計 176 166

負債合計 2,088 2,143
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 13,098 13,098

資本剰余金 15,707 15,707

利益剰余金 44,720 43,904

自己株式 △15 △15

株主資本合計 73,510 72,695

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 67 123

評価・換算差額等合計 67 123

純資産合計 73,577 72,818

負債純資産合計 75,666 74,961
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 19,236 20,192

売上原価 9,253 9,818

売上総利益 9,983 10,373

販売費及び一般管理費 ※1
 8,190

※1
 8,060

営業利益 1,792 2,313

営業外収益

受取利息 92 49

受取家賃 32 30

その他 22 18

営業外収益合計 147 98

営業外費用

支払利息 1 0

その他 1 0

営業外費用合計 2 1

経常利益 1,938 2,409

特別利益

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失

固定資産除却損 14 20

投資有価証券評価損 1 1

賃貸借契約解約損 40 －

その他 － 0

特別損失合計 56 22

税引前四半期純利益 1,882 2,387

法人税、住民税及び事業税 708 950

法人税等調整額 123 99

法人税等合計 831 1,049

四半期純利益 1,051 1,337
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【第３四半期会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 7,675 7,447

売上原価 3,863 3,468

売上総利益 3,812 3,979

販売費及び一般管理費 ※1
 2,855

※1
 2,803

営業利益 957 1,176

営業外収益

受取利息 26 14

受取家賃 10 10

その他 9 8

営業外収益合計 46 32

営業外費用

減価償却費 0 0

その他 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 1,004 1,209

特別損失

固定資産除却損 1 4

投資有価証券評価損 1 1

賃貸借契約解約損 40 －

特別損失合計 43 6

税引前四半期純利益 960 1,202

法人税、住民税及び事業税 333 451

法人税等調整額 80 73

法人税等合計 413 524

四半期純利益 546 677
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 1,882 2,387

減価償却費 253 249

受取利息及び受取配当金 △97 △58

支払利息 1 0

売上債権の増減額（△は増加） △852 △921

たな卸資産の増減額（△は増加） △26 △436

仕入債務の増減額（△は減少） 28 22

その他 142 136

小計 1,331 1,380

利息及び配当金の受取額 101 60

利息の支払額 △1 △0

法人税等の支払額 △1,069 △1,192

営業活動によるキャッシュ・フロー 362 248

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △265 △190

差入保証金の差入による支出 △160 △46

差入保証金の回収による収入 127 198

その他 △93 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △391 △44

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △513 △515

財務活動によるキャッシュ・フロー △514 △515

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △543 △312

現金及び現金同等物の期首残高 33,222 34,407

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,678 34,095
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　

　

当第３四半期累計期間　

（自　平成22年４月１日

　　至　平成22年12月31日）

　会計処理基準に関する事項の変更 　　資産除去債務に関する会計基準の適用

　　第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しており

ます。

　　これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は軽微でありま

す。

　

 

【表示方法の変更】

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

  （四半期損益計算書）

　前第３四半期累計期間において区分掲記しておりました「賃貸借契約解約損」につきましては、金額的重要性が乏し

くなったため、当第３四半期累計期間では、特別損失の「その他」に含めて表示しております。

　なお、当第３四半期累計期間における「賃貸借契約解約損」は０百万円であります。　

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１ 棚卸資産の評価方法 　当第３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し

第２四半期会計期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算

定しております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものにつ

いてのみ正味売却価額を見積り、簿価を切下げて評価しております。

２ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目

を重要なものに限定する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環

境等の著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前事

業年度末から大幅な変動がないと認められるので、前事業年度にて使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっておりま

す。　　　　

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

　　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、4,781百万円であ

ります。　　　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、4,668百万円であ

ります。　　　　

※２　四半期会計期間末日満期手形については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　　　なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日で

あったため、次の四半期会計期間末日満期手形が当第

３四半期会計期間末残高に含まれております。

　　　受取手形　　　　　　　　　　　　11百万円

　　　─――――――　

 

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

    給与手当 2,828百万円

    賞与引当金繰入額 63百万円

    退職給付費用 52百万円

    役員退職慰労引当金繰入額 7百万円

    給与手当 2,779百万円

    賞与引当金繰入額 67百万円

    退職給付費用 49百万円

    役員退職慰労引当金繰入額 7百万円

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

    給与手当 945百万円

    賞与引当金繰入額 63百万円

    退職給付費用 16百万円

    役員退職慰労引当金繰入額 2百万円

    給与手当 931百万円

    賞与引当金繰入額 67百万円

    退職給付費用 16百万円

    役員退職慰労引当金繰入額 2百万円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定    32,678百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
 ―百万円

現金及び現金同等物    32,678百万円

現金及び預金勘定    34,095百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
　     ―百万円

現金及び現金同等物    34,095百万円
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（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22

年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

  普通株式　  　　　　　　　　　20,080,480 株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　　　 5,546 株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　(1)　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年6月29日

定時株主総会
普通株式 260  利益剰余金 13 平成22年3月31日平成22年6月30日

平成22年11月11日

取締役会
普通株式 260  利益剰余金 13 平成22年9月30日平成22年12月７日

  (2)　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間末後と

なるもの

 　　　 該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

　　前第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　　　該当事項はありません。 

　　当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

　　　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）及び当第３四半期会計期間（自　平成

22年10月１日　至　平成22年12月31日）

当社の事業内容は、指輪、ネックレス・ブレスレット、小物等の宝飾品の製造とその販売であり、区分すべき事

業セグメントが存在しないため、記載を省略しております。　

（追加情報）　

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20

年３月21日）を適用しております。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 3,665.14円 １株当たり純資産額 3,627.30円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 52.35円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 66.61円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純利益（百万円） 1,051 1,337

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,051 1,337

期中平均株式数（千株） 20,075 20,075

　

前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額  27.24円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額  33.76円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

四半期純利益（百万円） 546 677

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 546 677

期中平均株式数（千株） 20,075 20,075

 

（重要な後発事象）

　      該当事項はありません。

 

２【その他】

 平成22年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしております。

（イ）中間配当による配当金の総額　　　　　　      260 百万円

（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　       13 円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　平成22年12月７日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月12日

株式会社ツツミ

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 福田　 厚　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 植草　 寛　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 内田　和男 　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツツミの平

成21年４月１日から平成22年３月31日までの第37期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月

31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツツミの平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四

半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提出

会社が別途保管しております。

　　　　２　四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年２月４日

株式会社ツツミ

取締役会　御中

有限責任 　あずさ監査法人
　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 福田　 厚　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 植草　 寛　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 内田　和男 　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツツミの平

成22年４月１日から平成23年３月31日までの第38期事業年度の第３四半期会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月

31日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツツミの平成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四

半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提出

会社が別途保管しております。

　　　　２　四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社　ツツミ(E03180)

四半期報告書

21/21


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第３四半期累計期間
	第３四半期会計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	表示方法の変更
	簡便な会計処理
	四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

